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教 育 長 訓 令

北海道教育委員会教育長訓令第12号
庁 中 一 般
所 管 機 関

教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育長訓令の整理に関する教育長
訓令を次のように定める。

令和４年６月30日
北海道教育委員会教育長 倉 本 博 史

教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係教育長訓令の整理に関する教
育長訓令

（免許状事務処理規程の一部改正）
第１条 免許状事務処理規程（昭和37年北海道教育委員会教育長訓令第５号）の一部を次の
ように改正する。
第３条第２項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第６号までを１号ずつ

繰り上げる。
第７条の２中「第65条の10及び第65条の11」を「第65条の８及び第65条の９」に改める。
別記第３号様式を次のように改める。
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（北海道教育庁等専決代決規程の一部改正）
第２条 北海道教育庁等専決代決規程（平成元年北海道教育委員会教育長訓令第４号）の一
部を次のように改正する。
別表第２教職員局の部教職員課の項課長又は担当課長の欄第６号中「、有効期間の更新」

を削る。
附 則

この教育長訓令は、令和４年７月１日から施行する。
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